
瀬戸市ふるさと応援寄附金 返礼品協力事業者募集要項 

 

１ 目的 

ふるさと納税制度により本市へ寄附をいただいた寄附者に対し贈呈する商品やサ

ービス（以下「返礼品」という。）を提供していただける事業者（以下「協力事業者」

という。）を募集します。 

 

２ 事業概要 

⑴ 寄附者は、ふるさと納税制度により寄附を行う際、寄附金額に応じて希望する返

礼品を選択し受け取ることができます。 

⑵ 協力事業者は、ふるさと納税ポータルサイト等で全国に自社商品をＰＲすること

ができます。 

 

３ 事業の流れ及び登録に係る手続き 

⑴ 協力事業者の事務 

事業の流れは以下の図のとおりです。協力事業者は、協力事業者としての登録の申

請（図中①）、受託事業者との個別契約（図中②）、ポータルサイトへの返礼品の登

録（図中③）、返礼品の発送（図中⑦）を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 登録までの流れ 

  必要書類を瀬戸市に提出し、審査後に受託事業者と個別契約を締結します。 

 

 

 

 

 

登録の申込 審査・通知 
受託事業者 

と個別契約 

ポータルサイト 

へのデータ登録 

ポータルサイト 

 掲載開始 

寄附者 

受託事業者 

 

協力事業者 

⑦返礼品発送 

⑥返礼品発送依頼、配送業者集荷 

④寄附 

⑤返礼品選択 

②個別契約 

①登録の申請 

 

瀬戸市 

 

委託契約 

⑧支払 

③返礼品の登録 

令和５年３月１日施行 



４ 協力事業者の要件 

協力事業者は、次の要件を全て満たすものとします。ただし、要件に適合しても市

が協力事業者として適当でないと認めた場合は、この限りではありません。 

⑴ 原則、瀬戸市内（以下「市内」という。）に事業所（本店、支店等は問わない。）

又は工場等を有する法人その他の団体又は個人事業者であること。 

⑵ 市税等の滞納がないこと。 

⑶ インターネット及び電子メール等が使用できる環境を有し、ポータルサイトへの

返礼品等の登録・変更、返礼品等の発送、納品等の管理が可能であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年５月１５日法律第７

７号）に規定する暴力団、暴力団員又は当該暴力団もしくは暴力団員と密接な関係

を有するものでないこと。 

⑸ 各種法令を遵守した操業、生産、製造、加工又はサービスの提供を行っているこ

と。 

⑹ 個人情報保護法及び瀬戸市個人情報保護条例等関係法令を遵守し、個人情報の取

扱いを適切に行うことができること。 

 

５ 返礼品の要件 

返礼品は、次の要件を全て満たすものとします。ただし、要件に適合しても市が返

礼品として適当でないと認めた場合は、この限りではありません。 

⑴ ア～キのいずれかに定める地場産品であること。 

   ア 市内において生産されたものであること。 

  イ 返礼品の原材料の主要な部分が市内で生産されたものであること。 

  ウ 返礼品の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を市内で行うことにより相

応の付加価値が生じているものであること。 

  エ 市内において生産されたものと近隣の他の市区町村において生産されたもの

と混在したもの（流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。）であ

ること。 

  オ 瀬戸市の広報を目的として生産された瀬戸市のキャラクターグッズ、オリジナ

ルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から瀬戸

市独自の返礼品であることが明白なものであること。 

  カ アからオに該当する返礼品と関連性のあるものを合わせて提供するものであ

って、当該返礼品が主要な部分を占めるものであること。 

  キ 市内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主

要な部分が瀬戸市に相当程度関連性のあるものであること。 

⑵ 品質及び数量の面において、安定的な供給が見込めるもの。 

⑶ 飲食物の場合は、食品衛生法等関係法令を遵守し、寄附者に到着後適切な賞味期

限が保証されること。 

⑷ 金銭類似性の高いもの（商品券、電子マネー、ポイント等）でないこと。 



⑸ 資産性の高いもの（貴金属、宝飾品等）でないこと。（少額なものを除く。） 

⑹ 体験型サービス（代行サービス等を含む。）の場合は、市内でサービス提供され、

寄附者にサービス利用券等を発行し、適正な有効期限を設けることができるもの。 

⑺ 受託事業者が指定する宅配業者により配送が可能な商品等であること。 

 

６ 協力事業者の登録期間 

  協力事業者として登録される期間は、登録を通知した日から当該年度の年度末の日

までとします。ただし、期間満了の１か月前までに特段の申出がない場合は、登録期

間を１年間更新し、以後同様とします。 

 

７ 返礼品の登録数 

協力事業者が返礼品として登録できる数は 1事業者おおむね 15品を上限とします。

ただし、申込状況により上限数等は調整する場合があります。 

 

８ 返礼品の価格と寄附金額の設定 

返礼品の価格（箱代や包装代、焼成代及び消費税等を含む。）は、寄附金額の 3 割

以内とします。なお、送料については、市がその実費（返礼品の発送に係る基本配

送料。おおむね 160サイズ 25キログラムまで。クール便送料含む。）を負担します。 

寄附金額は、1,000円単位（最低金額 10,000円）で、返礼品の価格に 3分の 10を

乗じた金額を基準に、市で定めるものとします。 

（例） 返礼品価格（消費税、梱包代等込） 10/3を乗じた基準額 寄附金額 

 3,000円 10,000円 10,000円 

 5,000円 16,666円 17,000円 

 10,000円 33,333円 34,000円 

    

 

９ 返礼品の発送及び代金の支払い 

返礼品代金の支払いは月末締めで、翌月末に受託事業者から振込手数料を引いた金

額が指定口座に振り込まれます。 

返礼品の発送は、受託事業者の指定宅配事業者が返礼品を一括で集荷し、寄附者へ

配送します。（一部、受託事業者を介さず、返礼品の発送を依頼する場合があります。） 

 

10 募集期間 

  随時。（申込からふるさと納税ポータルサイトへの掲載開始までに１～２か月程度

かかります。） 

 

11 申込方法 

瀬戸市ふるさと応援寄附金返礼品協力事業者登録申込書兼変更届（様式１）及び返

礼品申請書（様式２）に必要事項を記入し、添付資料を添えて、経営戦略部政策推進

… … … 



課に提出してください。なお、本申込書の内容は受託事業者にも提供します。 

また、事業者の登録内容を変更する場合は、登録申込書兼変更届（様式１）、返礼

品の変更は、返礼品変更申請書（様式３）、事業者登録もしくは返礼品の提供を終了

する場合は、登録・提供終了届（様式４）をそれぞれ提出してください。 

新規 

・登録申込書兼変更届（様式１） 

・返礼品申請書（様式２） 

・返礼品の写真データ 

・事業者概要（事業者情報がわかるもの。任意様式） 

※ パンフレット、名刺、ホームページの写し等 

変更 
事業者 ・登録申込書兼変更届（様式１） 

返礼品 ・返礼品変更申請書（様式３） 

終了 ・登録・提供終了届（様式４） 

 

12 登録の取り消し 

  次の要件に該当する場合、協力事業者としての登録を取り消し、ふるさと納税ポー

タルサイト等への掲載を中止します。 

⑴ 申請内容に虚偽があったとき。 

⑵ 登録された協力事業者又は返礼品等の内容が、本要項に定める要件に適合しなく

なったと認めるとき。 

⑶ 市または寄附者に損害を及ぼす行為があったとき。 

⑷ 市または寄附者の問い合わせ等に対し、真摯な対応がなく、市のイメージ等を損

なう事態を生じさせたとき。 

 

13 その他留意事項 

⑴ 寄附者から返礼品に関する問い合わせがあった場合は、各事業者において解決に

努めることとし、事故又は紛争等が発生した場合は、内容や対応状況について速や

かに市へ報告してください。 

⑵ 市が実施するふるさと納税に係るＰＲ及びふるさと納税ポータルサイト等への

返礼品の掲載位置等については、市に一任するものとします。 

⑶ ふるさと納税制度及び返礼品について、総務省からの見直し等の通知があった場 

合は、要件等を変更する場合があります。 

⑷ 個人情報の取り扱いについて、瀬戸市個人情報保護条例及び関係法令を遵守して

ください。提供された寄附者の個人情報は、返礼品の送付以外の目的に使用するこ

とはできません。 

 

13  申込・問い合わせ先 

 〒489-8701 瀬戸市追分町 64-1  

瀬戸市経営戦略部政策推進課  ふるさと納税担当宛 

 電話：0561-88-2551  Eメール：seisakusuishin@city.seto.lg.jp   

 


